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▶役場（時間外・休日の直通）
 ☎282‒1111
▶教育委員会
　（カルチャーセンター）
 ☎282‒0888
▶スポーツセンター
 ☎282‒4111
▶恐竜博物館
 ☎282‒4051
▶天君ダム
 ☎284‒2057
▶御船町甲佐町衛生施設組合
　（ゴミ焼却場） ☎282‒0688
▶吉無田高原「緑の村」
 ☎285‒2210
▶養護老人ホーム「オアシス」
 ☎282‒0459
▶浄水センター
 ☎282‒7066
▶御船地区衛生施設組合
　（し尿処理場） ☎282‒2970
▶社会福祉協議会
 ☎282‒0785
▶上益城消防署
 ☎282‒1955
▶御船警察署
 ☎282‒1110
▶上益城地域振興局
 ☎282‒2111
▶御船保健所
 ☎282‒0016
▶御船町地域包括支援センター
 ☎282‒2911
▶眺世庵
 ☎282‒0806

生活便利帳

Good Life Information

お
知
ら
せ

無
料
登
記
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

24
時
間
テ
レ
ビ
「
愛
は
地
球
を
救
う
」

平
成
24
年
度
精
神
保
健
福
祉
相
談

　

熊
本
地
方
法
務
局
で
は
、登
記
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
す
の
で
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

　

9
月
13
日
木　

10
時
〜
16
時

　

※
12
時
〜
13
時
は
除
く

▼
場
所　

役
場
１
階
第
一
会
議
室

▼
内
容

　

土
地
や
建
物
に
関
す
る
売
買
、贈
与
や
相

続
な
ど
の
登
記
相
談

▼
問
い
合
わ
せ

　

熊
本
地
方
法
務
局
総
務
課
庶
務
係

　

☎
3
6
4
-2
1
4
5

　

24
時
間
テ
レ
ビ
35「
愛
は
地
球
を
救
う
」は
、

今
年
で
35
回
目
を
迎
え
る
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
番

組
で
す
。
本
町
で
は
、公
民
館
御
船
分
館（
本

田
洋
一
分
館
長
）、中
辺
田
見
区（
馬
場
洋
一

郎
区
長
）、若
宮
ク
ラ
ブ（
難
波
三
喜
男
会
長
）

が
共
催
し
て
募
金
活
動
を
行
い
ま
す
。
皆
さ

ま
か
ら
お
預
か
り
し
た
募
金
は
、24
時
間
テ

レ
ビ
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
委
員
会
を
通
し
て
、地

球
環
境
保
護
支
援
、福
祉
や
災
害
緊
急
支
援

な
ど
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

▼
期
日　

8
月
26
日
日

▼
時
間　

9
時
〜
17
時

▼
場
所

　

ホ
ー
ム
ワ
イ
ド
御
船
店
駐
車
場

▼
問
い
合
わ
せ

　

中
辺
田
見
区（
馬
場
洋
一
郎
区
長
宅
）

　

☎
2
8
2
-0
4
1
8

　

御
船
保
健
所
で
は
、心
の
健
康
支
援
と
し

て
、相
談
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
日
程

9
月
14
日
金
・
9
月
28
日
金

10
月
12
日
金
・
10
月
26
日
金

11
月
9
日
金
・
11
月
30
日
金

12
月
14
日
金
・
12
月
21
日
金

１
月
11
日
金
・
１
月
25
日
金

2
月
8
日
金
・
2
月
22
日
金

3
月
8
日
金
・
3
月
22
日
金

▼
相
談
場
所　

御
船
保
健
所

▼
相
談
時
間　

13
時
30
分
〜
16
時

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

御
船
保
健
所

　

☎
2
8
2
-0
0
1
6

　
（
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。）

　

熊
本
労
働
局
で
は
、10
月
か
ら
施
行
予
定

の「
改
正
労
働
者
派
遣
法
」に
係
る
説
明
会
を
、

派
遣
元
・
派
遣
先
事
業
所
な
ど
を
対
象
に
開

催
し
ま
す
。

▼
開
催
場
所
・
日
時

　

▽
玉
名
市
民
会
館

８
月
24
日
金　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

▽
八
代
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル

８
月
29
日
水　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

　

▽
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ
熊
本　

　

9
月
5
日
水　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

　

▽
く
ま
も
と
県
民
交
流
館
パ
レ
ア

　

9
月
14
日
金　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

▼
参
加
申
し
込
み
方
法

　

熊
本
労
働
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り「
参

加
申
込
票
」を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

申
し
込
み
。

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

　

熊
本
労
働
局
職
業
安
定
部
需
給
調
整
事
業
室

　

☎
2
1
1
-1
7
3
1

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

3
2
3
-3
6
6
3

　

相
続
・
遺
言
・
不
動
産
登
記
・
戸
籍
・
供
託
・

人
権
に
関
す
る
事
項
な
ど
様
々
な
相
談
を
、

法
務
局
職
員
、司
法
書
士
、土
地
家
屋
調
査
士
、

人
権
擁
護
委
員
お
よ
び
公
証
人
が
受
け
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守

れ
ま
す
。
詳
し
く
は
熊
本
地
方
法
務
局
総
務

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
9
月
23
日
日　

10
時
〜
16
時

▼
場
所　

く
ま
も
と
県
民
交
流
館「
パ
レ
ア
」

　
　
　
　

会
議
室
１
ほ
か
県
内
７
会
場

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
地
方
法
務
局
総
務
課

　

☎
3
6
4
-2
1
4
5

　

県
青
年
司
法
書
士
会
で
は
、経
済
的
な
事

情
に
よ
り
お
困
り
の
方
の
た
め
に
、生
活
保

護
に
関
す
る
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時

　

9
月
22
日
土　

10
時
〜
16
時

▼
場
所

　

県
司
法
書
士
会
館
２
階

▼
相
談
電
話
番
号

　

0
1
2
0
-7
5
9
-8
0
0

▼
問
い
合
わ
せ

　

熊
本
県
青
年
司
法
書
士
会
・
杉
水

　

☎
2
9
4
-9
3
0
1

　

ワ
ン
バ
ウ
ン
ド
ふ
ら
ば
〜
る
ボ
ー
ル
バ
レ
ー
大

会
の
出
場
チ
ー
ム
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
日　

時

　

9
月
22
日
土　

9
時
〜

▼
場　

所

　

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

▼
チ
ー
ム
編
成

　

▽
１
チ
ー
ム
5
人
以
上
▽
小
学
4
年
生
以
上

▼
試
合
方
法

　

予
選
リ
ン
ク
・
決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
戦

▼
参
加
料　

1
人
2
0
0
円（
保
険
料
含
む
）

▼
申
込
期
限　

9
月
14
日
金

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
社
会
体
育
係

　

☎
2
8
2
-4
1
1
1

改
正
労
働
者
派
遣
法
説
明
会
を
開
催

募　

集　

ワ
ン
バ
ウ
ン
ド
ふ
ら
ば
〜
る
ボ
ー
ル
バ
レ
ー
出
場
者
を
募
集

法
務
局
休
日
相
談
所
が
開
設

生
活
保
護
1
1
0
番
無
料
相
談
会

パスポートは海外での身分証明書です。海
外旅行では必ず所持しなければなりません。
このパスポートの申請窓口は、住民登録の
ある市町村です。
県庁旅券窓口では、原則できません。
パスポートは申請から受取りまで、約２週
間かかります。
必要書類等は熊本県ホームページをご覧に
なるか、市町村の旅券窓口にお尋ねください。

熊本県ホームページ　「パスポート」
で検索！
http://www.pref.kumamoto.jp/

■問い合わせ先
県国際課
☎３３３－２１６０
町民保険課町民案内係
☎２８２－１１１２

 

パスポートの申請はお早めに！

　悪徳商法や多額の借金で困っていませんか？
　毎週火曜日は役場２階で、専門の相談員による消費生
活相談を行っています。
　訪問販売や事業者との間に生じた悩みや苦情について、
問題解決のお手伝いをします。
　相談は無料で秘密やプライバシーは厳守します。必要
に応じて法律専門家の無料相談も実施しています。相談
は御船町に限らず、嘉島町、甲佐町、山都町でも相談が
できます。

相談時間：9時～16時（12時～ 13時は除く）

平成25年４月１日から
障害者の法定雇用率が引き上げになります

　

す
べ
て
の
事
業
主
は
、
法
定

雇
用
率
以
上
の
割
合
で
障
害
者

を
雇
用
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す

（
障
害
者
雇
用
率
制
度
）。
こ
の

法
定
雇
用
率
が
、
平
成
25
年
4

月
１
日
か
ら
以
下
の
よ
う
に
変

わ
り
ま
す
。

　

事
業
主
の
皆
さ
ま
は
、
ご
注

意
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　

今
回
の
法
定
雇
用
率
の
変
更

に
伴
い
、
障
害
者
を
雇
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
主
の
範

囲
が
、
従
業
員
56
人
以
上
か
ら

50
人
以
上
に
変
わ
り
ま
す
。

民間企業
国、地方公共団体等
都道府県等の教育委員会

御船町　総務課　消費生活相談窓口
　　　　　　☎２８２－１１１１（内線２１３）　
嘉島町　総務課　消費生活相談窓口
　　　　　　☎２３７－１１１２（直通）　　　　
甲佐町　福祉課　消費生活相談窓口
　　　　　　☎２３４－１１１４（直通）　　　　
山都町　健康福祉課　消費生活相談窓口
　　　　　　☎０９６７－７２－１２２９（直通）

問い合わせ先：熊本労働局（☎211－1704）
　　　　　　　ハローワーク上益城（☎282－0077）まで。

事業主区分
法定雇用率

現行 平成25年４月１日以降
１.８％　　⇒
２.１％　　⇒
２.０％　　⇒

２.０％
２.３％
２.２％

ひとりで悩まずに、まずはご相談を！

問
い
合
わ
せ
先


